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危険物(Dangerous Goods)とは

・航空法第８６条第１項

2

・ ＩＣＡＯ第１８附属書

爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与
え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件

健康、安全、財物又は環境を危険に曝す恐れのあ
る物件又は物質

航空機による危険物輸送禁止の大原則



危険物(Dangerous Goods)とは①

3

航空機による危険物輸送の特徴
～緊急時等が発生した場合、旅客・乗員等の避難が困難～

火災発生!?

陸上輸送や船舶輸送より厳しい規則



機内は人間が呼吸するに足るだけ与圧されている。飛行中の
高度変化によって減圧に遭遇することになるが、前述のとおり予
圧されている室内にあっては２５ｋPaの予圧差が生じるとされてお
り、予圧されていない室内など極端な飛行条件においては、およ
そ ７５kPaの減圧が生じる。 4

危険物(Dangerous Goods)とは②

航空機による危険物輸送の特徴
～航空輸送特有の輸送環境～

◇ 温度の変化

◇ 振動の変化

◇ 気圧の変化

国際輸送において遭遇する温度の極地は、およそ－４０℃と５５℃である。

民間航空機で容器が振動にさらされる範囲は、振動数７Hzにおいて５㎜の
振幅（1Gの重力加速度に相当）から振動数200Hzにおいて0.05㎜の振幅
（8Gの重力加速度に相当）
・ 航空機が空港のランプ、誘導路、滑走路など地上滑走するときの振動、
飛行中のエンジンの振動など



我が国の危険物に係る航空輸送規則の国際関係

航空法第８６条
（爆発物等輸送禁止）

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示
（放射性物質の輸送基準）

航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
（一般危険物の輸送基準）

IAEA規則
（全ての輸送手段）
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２年間隔（奇数年）で
改正が実施される。

ＩＡTA規則
（航空輸送）

IATA-DGR

国連勧告
（全ての輸送手段）

UN-オレンジブック

（輸送禁止の物件）

航空法施行規則第１９４条
第１項 輸送禁止物件の範囲
第２項 輸送禁止物件のうち輸送禁止を解除

航空危険物輸送法令集

ＩＣＡＯ規則
（航空輸送）

ICAO-TI
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改正の基本スケジュール

次回は2023年1月1日施行

ICAO技術指針

航空機による爆発物等の輸送基準等を

定める告示

規則改正までの流れ

IATA危険物規則書
(DGR)は毎年発行

最新版は第63版
2022年1月1日発効

2020(R2)                             2021(R3)                                   2022(R4) 2023(R5)

10   12                                 5   6              10 12                                    10 12
UN-ＴＤＧ(22訂版) 勧告 UN-ＴＤＧ(23訂版) 

ICAO-WG20                               WG21             DGP28                                          2023-2024版発行
WG22

告示施行 告示施行



国内危険物輸送規則関係図

航空法施行規則第194条
第1項
輸送禁止物件の範囲を規定
第2項
輸送禁止物件のうち輸送禁止を
解除するものを規定

航空機による放射性物質等の輸送基準を
定める告示

（平成13年国土交通省告示第1094号）

航空機による爆発物等の輸送基準等を
定める告示

（昭和58年運輸省告示第572号）

通 達 通 達

（放射性物質等の輸送基準）（一般危険物の輸送基準）

航空法第86条
第1項
爆発物等の輸送禁止
第2項
爆発物等の持ち込みの禁止

航空法第86条の2
爆発物等と疑うに足りる
物件の持ち込み及び受
託拒否並びに取り降ろし
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○ 法第86条第1項の違反
100万円以下の罰金（法145条）

○ 法第86条第2項の違反
50万円以下の罰金（法150条）
（二年以下の懲役又は百万円
以下の罰金への量刑引き上げ）



航空法施行規則第１９４条の概要

第1号 火薬類

第2号 高圧ガス
・引火性ガス ・毒性ガス
・その他のガス

第3号 引火性液体

第4号 可燃性物質類
・可燃性物質 ・自然発火性物質
・水反応可燃性物質

第5号 酸化性物質類
・酸化性物質 ・有機過酸化物

第6号 毒物類
・毒物 ・病毒を移しやすい物質

第7号 放射性物質等

第8号 腐食性物質

第9号 その他の有害物件

第10号 凶器

第1号 告示で定める物件であって、告示等の
技術的基準などに従うもの
（放射性物質等を除く）

第2号 告示で定める放射性物質等であって、
告示等の技術的基準などに従うもの

第3号 航空機の運航、航空機内の人命の安

全保持その他告示で定める目的のた
め当該航空機で輸送する物件

第4号 搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行
する物件であって告示で定めるもの

第5号 航空機以外の輸送手段を用いること

が不可能又は不適当である場合にお
いて国交大臣の承認を受けて輸送す
る物件

第6号 国交大臣が適当と認める外国の法令に

よる承認を受けて、本邦外から本邦内
へ、又は本邦外の間を輸送する物件

第２項 輸送禁止解除物件第１項 輸送禁止物件

8第３～５項 輸送容器などに係る『みなし』規定



分類または区分

分類 分類名 区分 区分名

クラス１ 火薬類 １．１～１．６ 危険度により区分

クラス２ 高圧ガス

２．１ 引火性ガス

２．２ その他のガス

２．３ 毒性ガス

クラス３ 引火性液体 －－

クラス４ 可燃性物質類

４．１ 可燃性物質

４．２ 自然発火性物質

４．３ 水反応可燃性物質

クラス５ 酸化性物質類
５．１ 酸化性物質

５．２ 有機過酸化物

クラス６ 毒物類
６．１ 毒物

６．２ 病毒を移しやすい物質

クラス７ 放射性物質等 －－

クラス８ 腐食性物質 －－

クラス９ その他の有害物件 －－ 9



危険物の分類とラベル①

分類1 火薬類
（1.1～ 1.6）隔離区分A～N、S

■ 危険性：高温、火気、衝撃（摩擦）により爆発の恐れ。
■ 航空輸送は、厳しく制限されている。
■ 航空輸送可能は、1.3と1.4の一部のみ
■ 旅客機に搭載可能な物は1.4Sのみ
■ 花火、弾薬等、導火線

分類2 高圧ガス
（2.1）引火性ガス：ガスライ夕ー、引火性エアゾール
（2.2）その他のガス（非引火性・非毒性ガス）：酸素入りボンベ、消火器
（2.3）毒性ガス：殺虫剤等のスプレー、液体アンモニア
■ 危険性：引火、爆発等。
■ エアゾールはこの分類に含まれる
エアゾールとは自動的に閉鎖する噴霧弁を備えた使い捨て容器に
圧縮ガスを充填した物で、ほとんどの物に引火性ガスを使用している。

分類3 引火性液体
■ 危険性
・引火点が60℃以下の液体
・火気と高温に注意
・消防法：第4類第１石油類（21℃未満）第2石油類（21～70℃）

（第2石油類の一部（60～70℃）、第３石油類（70～200℃)、
第4石油類（200℃以上）は非危険物）

・ガソリン、塗料、印刷インク、香水、アルコール、接着剤、灯油
※軽油は、引火点の範囲が広く、季節・製造場所・会社により危険物
に該当する物としない物がある。危険物でないと証明された物は、
危険物扱いする必要はない。
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危険物の分類とラベル②

分類4 可燃性物質類
（4.1）可燃性物質

・安全マッチ、セルロイド、金属粉末、リン、硫黄
（4.2）自然発火性物質

・活性炭(蒸気活性化工程を経た活性炭を除く)、硫化ナトリウム
（4.3）水反応可燃性物質

・カルシウム、カーバイト、マグネシウム、バリウム
■ 木炭は、航空機での輸送は一切禁止

ただし、和歌山県木炭協同組合紀州備長炭及び沖縄パイン炭等、
国連勧告に基づく試験を実施し、危険物でないことが証明されている
場合は、航空輸送が可能。

分類5 酸化性物質類
(5.1）酸化性物質他の物質を酸化（燃焼）させる

・化学酸素発生器（ﾊﾞﾘｭｰｼﾞｪｯﾄ機墜落）、過酸化水素水（濃度
８％以上のものが危険物、一般のｵｷｼﾄﾞｰﾙは濃度が４％のた
め非危険物）、硝酸アンモニウム肥料

（5.2）有機過酸化物
・容易に活性酸素を発生し、爆発的に分解、急速燃焼、衝撃や摩
擦に敏感（消防法では自己反応性物質に分類される）

分類6 毒物類
（6.1）毒物（ＬＤ50，ＬＣ50の数値によって決まる）

・殺虫殺菌剤、消毒剤、染料、水銀化合物
(6.2）病毒を移しやすい物質（ＷＨＯのリスクグループによ る）

・伝染性病原菌、バクテリア、ウィルス、医療系廃棄物
11



危険物の分類とラベル③

分類7 放射性物質
■ Ｌ型、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型（航空輸送不可）
■ 放射性物質は、核種毎に半減期が異なる。

航空輸送では、半減期の短いものがあり、時間との競争となる。
医療用のものが多く輸送されている。

分類8 腐食性物質
■ 皮膚などを壊死させ、金属などを腐食する。
■ バッテリー（電解液を内蔵するもの）、酸類、アルカリ類

分類9 その他の有害物件
■ リチウム電池（金属、イオン）、アスベスト、自動車、救命胴衣、電

動車椅子、エアバッグ、高温物質、ドライアイス（昇華し作業員等を
窒息させる恐れがある）

■ 磁性物質、機内で漏出した場合に著しい不快感を与えることにより
航空機乗組員及び客室乗務員の職務の遂行に支障を及ぼすこと
となる麻薬性、有害性等の特性を有する物質も含まれる。

分類10 凶器（日本のみ）

12



取扱ラベル

貨物機専用 天地無用ラベル 極低温液体 熱源からの隔離

環境有害物質リチウム電池マーク

表示（マーク）

国連マーク
少量危険物マーク 微量危険物マーク

13

危険物の分類とラベル④

磁性物質ラベル



最新の告示及び通達類の確認方法

14

検索

１． 航空安全監視システムHPへアクセス

PDFファイルへのリンク

３． 「通達類」→「運航安全課」をクリック

クリック

２．航空安全情報ポータルへアクセス

４． PDFファイルでダウンロード可能

https://asicss2.cab.mlit.go.jp/

クリック

クリック

https://asicss2.cab.mlit.go.jp/


告示の概要① 別表第１

品 名

国
連
番
号

分類
番号
又は
区分
番号

隔
離
区
分

副
次
危
険
性

ラ
ベ
ル

等
級

微量
輸送
許容
物件

包装方法及び積載方法 特
別
規
程

少量輸送許容物件
旅客機

旅客機以外の航
空機

容器及
び包装
等

許容質
量又は
容量

容器及
び包装
等

許容質
量又は
容量

容器及
び包装
等

許容質
量又は
容量

ガソリン 1203 3 － － G 2 E2 Y341 1 ℓ 353 5 ℓ 364 60  ℓ A100

UN1203 ガソリン

Net Quantity: 20 L

SHIPPER: ○○○

CONSIGNEE:○○○

※表示位置は容器に
よって異なる

15
○3A1/X/250/12/CN

DS CCSSH009-08
※告示第5号様式参照

U
N
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告示の概要② 備考３

「360」、「361」、「362」、「363」、「364」、「365」及び「366」は、次の容器及び包装等を示す。

包装

基準
等級

組合せ容器 単一容器又は複合容器

内装容器

内装容器
当たりの

許容容量

包装物
当たりの

許容容量
外装容器

包装物

当たりの許
容容量

容器の種類

364 ２

ガラス製又
は陶製容器

2.5ℓ

60ℓ

1A1,1A2,1B

1,1B2,1D,1

G,1H1,1H2,

1N1,1N2,3A

1,3A2,3B1,3

B2,3H1,3H2

,3N2,4A,4B,

4C1,4C2,4D

,4F,4G,4H1,

4H2,4N

60ℓ

1A1,1B1,1

H1,1N1,3A

1,3B1,3H1,

複合容器 ,

シリンダー

プラスチック
製容器

5ℓ

金属製容器 10ℓ

（注）１）金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
２）等級が１の輸送許容物件の場合、内装容器は、当該輸送許容物件の全てを吸収できる十分な
量の吸収材とともに詰め、硬質の漏洩しない容器に入れた後、外装容器に収納すること。

３）等級が３の輸送許容物件の場合であって副次危険性として腐食性を有する場合、等級が２の
輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。

４）国連番号1308の等級が１又は２の輸送許容物件の場合、組合せ容器に限ること。また、包装
物の総重量は75kg以下とすること。



製造年

（西暦年の
下２桁）

容器承認国
（国際自動車登録コード）

収納可能な等級
X→1,2,3 Y→2,3 Z→3
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告示の概要③ 別表第１ 備考２、第５号様式

3A1/X/250/12/CN

DS CCSSH009-08

A100 揮発性の程度にかかわらず、当該品名を使用すること。

※ 別表第１ 備考２

※ 第５号様式

容器の種類、材質及び細分類
（この場合、種類：ジェリカン、
材質：鋼、細分類：天板固着式）

・液体を収納する単一容器→比重
（比重1.2以下は省略）
・組合せ容器、固体を収納する容器

→最大総質量

製造業者名又はその略号

・液体を収納する単一容器
→試験圧力（kPa）
・組合せ容器、固体を収納する容器

→記号「Ｓ」
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告示の概要④ 少量輸送許容物件

「Y341」 は、次の容器及び包装等を示す。

包装

基準
等級

組合せ容器

内装容器

内装容器
当たりの

許容容量

包装物
当たりの

許容容量
総質量 外装容器

Y341 2

ガラス製又は
陶製容器

0.5ℓ

1ℓ
30kg

ドラム
ジェリカン
箱

プラスチック製
容器

0.5ℓ

金属製容器 0.5ℓ

（注） １） 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
２） 外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、合板、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
３） 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
４） 外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラ

スチック製に限ること。

少量輸送許容物件では、国連容器は不要。

必要なもの
危険物ラベル（液体の場合は天地無用ラベルも）
少量危険物マーク
危険物申告書
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告示の概要⑤ 微量輸送許容物件

別表第１７

内装容器 外装容器

E 0 積載禁止

E 1 30g/30mℓ 1kg/1ℓ

E 2 30g/30mℓ 500g/500mℓ

E 3 30g/30mℓ 300g/300mℓ

E 4 1g/1mℓ 500g/500mℓ

E 5 1g/1mℓ 300g/300mℓ

微量輸送許容物件は、国連
容器、危険物ラベル及び危険
物申告書は不要。

必要なもの

微量危険物マークのみ

さらに、

○ 内装容器あたり液体又は気体で1mℓ、固体で1 g以下
○ 外装容器あたり液体又は気体で100mℓ、固体で100 g以下
○ 容器の健全性が保たれ、液体の場合は中間容器に収納されているか、当該危険物
の全てを吸収する吸収材（緩衝材）が収納されている包装物

微量輸送許容物件のE1, E2, E4又はE5が割り当てられた危険物であって、

極微量危険物として、一般貨物で取り扱いが可能 （平成25年1月1日から適用）
極微量危険物は航空会社等への申告も不要

の全てを満たす場合
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告示の概要⑥ 注意が必要な品名

品 名

国
連
番
号

分類
番号
又は
区分
番号

隔
離
区
分

副
次
危
険
性

ラ
ベ
ル

等
級

微量
輸送
許容
物件

包装方法及び積載方法 特
別
規
程

少量輸送許容物件
旅客機

旅客機以外の航
空機

容器及
び包装
等

許容質
量又は
容量

容器及
び包装
等

許容質
量又は
容量

容器及
び包装
等

許容質
量又は
容量

その他の引火性
液体
（他の危険性を
有しないもの）
（他に品名が明
示されているもの
を除く。）

1993 3 － － G

1

2

3

E3

E2

E1

-

Y341

Y344

-

1 ℓ

10 ℓ

351

353

355

1 ℓ

5 ℓ

60 ℓ

361

364

366

30 ℓ

60 ℓ

220 ℓ

A3

総称的品名

英語名： Flammable liquid, n.o.s. *

品名に続き当該物件を技術的に補足するための名称を記載

例： Flammable liquid, n.o.s. (Gasoline solution)
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告示の概要⑦日用品（コンシューマーコモディティ）の輸送

品 名

国連
番号

分類
番号
又は
区分
番号

隔
離
区
分

副
次
危
険
性

ラ
ベ
ル

等
級

微
量
輸
送
許
容
物
件

包装方法及び積載方法 特別
規定

少量輸送許
容物件 旅客機

旅客機以外の航空機

容器
及び
包装
等

許容
質量
又は
容量

容器及
び包装
等

許容質量
又は容量

容器及
び包装
等

許容質量
又は容量

日用品 8000 9 － － S － － － － Y963

30kg

（包装物込
みの質量）

Y963

30kg

（包装物込
みの質量）

A112

必要なもの

「Y963」は、次の容器及び包装等を示す。
１） 内装容器は、日用品の業務用若しくは家庭消費用の販売の為に製造された容器（エアゾール製品用を含む）
とする。
２） 内装容器は、適切な外装容器に収納し、必要に応じ緩衝吸収材等を詰めること。
３） 容器及び包装は、輸送中の高度及び温度変化により漏えいが生じないよう設計され、かつ、告示第7条、第8
条、第9条及び第11条で規定する容器及び包装等に従うこと。

４） 内装容器に液状の物件が入っている場合は、第14条第3項第1号の条件に該当する物件及び破損、破裂によっ
て開くチューブ、袋又はバイアル等内装容器内に気密状態で収納されている物件を除き、第4号様式によるラベ
ルが包装物の相対する二側面に見やすいように貼付されていること。
５） 日用品以外の輸送許容物件と同一の外装容器に収納しないこと。

分類９の危険物ラベル（ラベルＳ）

危険物申告書

特別規定A112 ： 高圧ガス（非毒性のエアゾールに限る。）、引火性液体（等級が2又は3のものに限る。）、
毒物（等級が3のものに限る。）又は国連番号が3077、3082、3175、3334若しくは3335のものであって、かつ
、副次危険性を有していないものに限る。ただし、旅客機による輸送が禁止されているものは、日用品として
輸送してはならない。

天地無用ラベル（液体を収納する場合）

少量危険物マーク



特別規定A181 ：リチウム電池が内蔵された装置とともに、他のリチウム電池を包装する場合
は、以下の要件に従うこと。

１）当該物件は、本告示の包装基準に従い確実に包装されていること。
包装基準967 ＋ 包装基準966

２）リチウム電池が内蔵された装置とともに他のリチウム電池を包装する場合は、包装物の表
面にリチウムイオン電池（装置とともに包装されたもの）又はリチウム金属電池（装置とともに
包装されたもの）に係る表示を行うとともに、第17条第1項に規定する書類にその旨を記載す

ること。また、包装物にリチウム金属電池及びリチウムイオン電池が収納されている場合は、
包装物の表面にリチウム金属電池及びリチウムイオン電池に係る両方の表示を行うとともに
、第17条第1項に規定する書類にその旨を記載すること。ただし、装置（回路基板を含む。）に
内蔵されたボタン電池については、この限りでない。

UN3481：LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT

UN3091：LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 22

問い合わせの多い事例について（リチウム電池関連）

電子機器本体に電池が入った状態で、予備電池を２セット輸
送したい場合、品名と梱包基準はどうなるのでしょうか？



告示の概要⑧ 一般的な包装物の表示

UN0338 Cartridges for weapons, blank

Net Quantity: 15kg

Gross Weight: 18kg 

SHIPPER:

Japan Chemical Co.,Ltd

1-4-1 Shinkawa, Chuo-Ku

Tokyo 104-0033, Japan

CONSIGNEE:

Beijing Chemical Ltd. Co

181 Dongsi Street, East

Beijing, China 100710

(Tel: 86-12-3456-7890)
4G/X20/S/05/AUS4243

UN番号 及び輸送品名

荷受人の氏名及び住所

荷送人の氏名及び住所

外装容器の国連マーク

23



告示の概要⑨ オーバーパック（混合包装）

24

取扱い及び積み込みを容易にするため、単一の荷送人により、１
個又はそれ以上の包装物を１つの取扱いユニットにまとめたもの

・包装物のラベル等が視認できな
い場合は、表面に再表示する。

・「OVERPACK」の文字
を表示



危険物航空輸送に使用される書類について

２．航空貨物運送状 (Air Way Bill)
ICAO国際基準または航空法による義務的な書類ではないが、航空貨物運送状は、

航空貨物の運送のために最も基本となる書類である。海上運送における船荷証券、旅
客航空運送における航空券に匹敵し、同様に重要な働きをする。
航空運送状は、英語で一般にAir Waybill（AWB)といわれるが一部の地域では、

Consignment Note、あるいはAir Consignment Noteとも呼ばれることがある。

４．機長への通知書 (NOTOC、S/L通知書)

運航者が危険物の積載状況について機長に報告する為の書類。AWB番号やUN

番号及び正式な輸送品名などが記入され、機長のサインが必ず記入されている。

１．危険物申告書 (DECLARATION)
荷送人が作成する書類で危険物貨物とともに着地空港まで輸送される。
危険物に関する。UN番号及び正式な輸送品名などが記入され、荷送人のサインが

必ず記入されている。

３．受託点検表 (CHECK Seet)
運航者が危険物貨物を受託する際に使用するチェックリスト。国際基準上求められ

ている書類で、輸送申告書の添付、マーキングなどの適正性などが確認項目となって
いる。

25



荷送人の氏名及び住所を
正確に記載

荷受け人の氏名及び住所を
正確に記載

包装物が「旅客機及び貨物
機」なのか「貨物機のみ」で
あるかの別

UN番号を記載する。
番号の前には必ず「UN」の
文字を付ける。

正確な輸送品名を記載

包装物の分類又は区分番
号を記載

包装等級がある場合は該当
する等級を記載

包装物の個数と容器の種
類及び各輸送物の内容量
等
（包装物や梱包状態により
記載方法は異なる。）

包装基準番号を記載

Air Waybill番号を記載

総ページ数を記載

出発地の空港あるいは都市
名を記載する。

目的地の空港あるいは都市
名を記載

放射性物質であるか否かの
別を記載

少量危険物あるいは特別
規定が適用されている場合
は該当する番号を記載

取扱上の注意事項（緊急時
における対処方法等）及び
連絡先を記載

当該書類に署名する人の氏
名及び役職を記載

当該書類に署名する場所及
び年月日を記載

荷送人の署名

26

危険物航空輸送に使用される書類①（危険物申告書）

危険物申告書
Declaration



危険物航空輸送に使用される書類②（S/L通知書・NOTOC）

品名 国連番号

ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰのサイン 機長のサイン

27
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危険物判定に有効な書類（SDS)①

SDS制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管

法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」（以下、「化学品」）を他の事
業者に譲渡又は提供する際に、SDS(安全データシート)により、その化学品の特性

及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによ
る表示に努める制度。

取引先の事業者からSDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化

学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいと
している。

※ MSDS から SDS へ
SDSは、国内では平成23年度までは一般的に「MSDS （Material Safety Data 

Sheet : 化学物質等安全データシート）」と呼ばれてたが、国際整合の観点から、
GHSで定義されている「SDS」に統一された。また、GHSに基づく情報伝達に関
する共通プラットフォームとして整備した日本工業規格 JIS Z 7253においても、
「SDS」とされている。

（担当省庁） 経済産業省製造産業局化学物質管理課
TEL：
03-3501-0080 <一般的な問い合わせ>

03-3501-1511 （内線3694、3695） < PRTR開示請求 >
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危険物判定に有効な書類（SDS)②



30

GHSの絵表示について

○ SDS等において、以下のGHS分類の絵表示が一つでもある場合、
危険物として扱うこと。

ただし、 の絵表示で、危険性が「眼に対する重篤な損傷性」のみ
に起因して表示が付いている場合はこの限りでない。

これらの絵表示については、危険物であるかの
該非判定するうえで考慮する必要はない。



確実な輸送方法について(1)

爆発物等の確実な輸送方法について

１．品名確認等確実に爆発物等を識別するための方策

①運送状、ラベルによる品名確認
法令上の義務等：貨物利用運送事業法施行規則第３条、
利用運送約款、貨物自動車運送約款等
・運送事業者は、運送状及びラベルにより品名確認を確実に実施する。
運送状の品名の記載が「雑貨」、「商品識別番号」等荷物の内容が不明な場合は、
荷主に確認する。
・品名について、ドライバー、営業所員の双方による確認（二重チェック）
・運送状に航空輸送制限荷物に係る宣誓欄を設け、荷主の自覚を促す。

②品名の明告

法令上の義務等：貨物利用運送事業法施行規則第３条、利用運送約款、貨物自動車運送
約款等運送事業者は、荷主に対し運送約款に基づき、品名を明告するよう求めるとともに、
航空輸送制限荷物について荷主との契約時に説明を行う。
あわせて、荷主に対し爆発物等に係るラベルの貼付を徹底する。



確実な輸送方法について(2)

◇ 内容品欄への具体的な品名の記入について

◇ 商品番号、部品記号 → 具体的な品名

化粧品 → 口紅、化粧水、ファンデーション 等

日用品 → 寝具、家庭用電気器具、石けん、鍋、皿 等

薬品 → 消毒薬、点眼薬 等

生鮮 → 花、魚介類、野菜 等

機械・部品 → ライト、ケーブル、ドライバー 等

雑貨 →  衣類、食器 等

貴重品 → 有価証券、商品券 等

引越貨物 → テーブル、ベッド、電化製品 等



確実な輸送方法について(3)

③ 荷物の引き取り場所の区分

荷主からの荷物の引き取り場所において、航空輸送制限荷物と一般荷物
を置く場所を分離する。

④ 荷主からの事前申告

航空輸送制限荷物を出荷する場合、荷主から運送事業者に事前に個数、
品名を通知する。（これにより運送事業者は、確実に航空輸送制限荷物を
把握することが可能となる。）

⑤ 航空輸送制限品目に係る取扱いマニュアル・ポスター、パウチの作成、ド
ライバー手帳への記載

⑥ 航空会社等への照会・確認の励行

航空制限貨物か否かについて疑義がある場合には、航空会社等に詳細
を確認の上判断することを励行する。



確実な輸送方法について(4)

２．爆発物等を出荷する荷主の把握

航空輸送制限品目を出荷する荷主リストを作成し、当該リストにある荷主から
の荷物については、十分な注意を払う。
また、航空輸送制限品目として運送状に記載していないにもかかわらず、航空
輸送制限品が見つかった荷主からの荷物についても十分な注意を払う。

３．荷物に関する情報を正確に運送委託者に伝達するための方法

① 航空輸送貨物は、Air指示ラベルが当該荷物に貼付されることから、Air

指示ラベルが貼付されている荷物については、航空輸送制限品目でないか
を確認する。また、陸上輸送を行う航空輸送制限荷物が、航空便に紛れな
いようAir指示ラベルがない貨物を航空貨物から確実に排除する。

② 航空輸送制限貨物について、事前に営業所から輸送モードの仕分けを行
うセンターに通知するとともに、当該貨物が航空輸送されないよう貨物に識
別の表示を行うとともに、営業所のドライバーがセンターの職員へ手渡しす
る。



確実な輸送方法について(5)

４．その他

航空輸送制限貨物が航空機内に持ち込まれ、若しくは持ち込まれようとし
ていると疑うに足る相当な理由がある場合には、航空輸送の安全を確保す
るために、当該貨物を航空会社に持ち込んだ荷送人（荷主）又は貨物利用
運送事業者等（実運送事業者を含む。）は、直ちに航空会社に連絡通報を
行うこと。



教育訓練体制の構築について

航空運送事業者等は、「危険物輸送に係る教育訓練について」に基づき教育訓練
計画を策定し、航空局の認可又は承認を受けることとされています。

フォワーダーや荷主の皆さんは、社内の訓練体制について航空局の「承認」までは
求められておりませんが、航空運送事業者が構築している危険物に係る教育訓練体
制について学び、是非、御社の中に訓練体制を構築して下さい。

フォワーダーや荷主における危険物に関する教
育訓練の実施は、国際基準により義務化されて
おります！！

36



危険物教育訓練と航空保安教育訓練の違い

○ 危険物教育訓練

昨今の危険物の航空輸送の拡大、輸送物件の多様化等に伴い、危険物
の適切な安全輸送に万全を期するための教育訓練

対象物品・・・火薬、高圧ガス、引火性液体等国連で規定する危険物全般

○ 航空保安教育訓練

航空機強奪等防止措置の一部として、航空保安に関する知識、技術及び
航空保安意識を形成し維持・向上させるために必要な教育訓練

対象物品・・・爆発物等テロ行為に使用されうる物品

37

貨物利用運送事業法に基づく立入監査を実施する中で、危
険物教育訓練と航空保安教育訓練を混同している事業者が
多いことが判明。



最近の危険物不具合事象①

38

危険物の漏えい事案

UN1263 塗料が単一容器で30缶
のオーバーパック

容器がへこんでいることから、航空会
社での取り扱い中（もしくは輸送中）に
漏えいが発生したと推測される。

一つの容器から内容物が漏
れ出している。

UN1266 香料製品類がジェリカ
ンに収納されたオーバーパック

取り卸しの際、漏えいしているこ
とを発見

キャップにわずかな緩みがあ
り、気圧差の影響もあり漏え
いが発生したと思われる。



最近の危険物不具合事象②

39

危険物不具合事案

パレットから取りおろす際、煙が上がっている
のを確認

モバイルバッテリー35個が在中

段ボール箱の一部が燻焼 モバイルバッテリーの一部が燻焼



危険物無申告輸送事案①

発生年月 危険物品名 事案内容

令和３年５月

ドライアイス

荷主から、ドライアイス入り貨物１個、ドライアイ
スなし貨物１個、計２個を受託。搭載用航空コン
テナへの積み付けの際、マニュアルに規定され
た外装確認を怠り、ドライアイスが含まれている
ことに気付かないまま積み付けし、ＡＷＢを作成。

ドライアイスの申告漏れの状態で当該コンテナ
は航空機に搭載され、輸送された。

航空コンテナへ積み付け可能な危険物について、定
められた手順に基づき作業を行うこと、また、無申告・
誤申告危険物がコンテナへ積みつけられることを防ぐ
ため、確実に外装確認することが必要。

40



危険物無申告輸送事案②

発生年月 危険物品名 事案内容

令和３年７月

引火性液体

過去より「塗料」として出荷していた危険物について、
２０１８年にSDS改訂（国連番号、品名変更）につい

て案内を受けていたにも関わらず、荷主社内におい
て適切に情報共有されておらず、また定期的にSDS

更新状況を確認していなかったため、「塗料」として
誤申告輸送されたことが判明した。

SDSは内容が改訂される可能性があるため、定期的に改
訂状況を確認・把握することが重要。

令和３年７月

引火性液体

非UN容器（ジェリカン）に収納された塗料の出荷依
頼を受けた際、過去にUN容器（3A1）を利用して当
該荷主から出荷依頼を受けていたため、UN容器で
あると思いこみ、別途UN外装容器への梱包を行わ
ずに航空輸送された。

荷主・フォワーダー間で確実に情報共有し、梱包実施主体
を明確にすることが重要。

また、受託時のチェックリストにより適切に外装確認を行う
ことにより誤輸送防止可能であったと思われる。 41



総合政策局通達

42
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手荷物

漂白・カビ取り剤 高圧ガス（スプレー等） リチウム電池

加熱式弁当 機械類（エンジン） 花火・火薬類

接着剤・塗料 ライター・ガスボンベ 瞬間冷却剤

その他（ヘアアイロン・蓄電池等）

・ 空間除菌剤誤輸送が

依然として多数発生して
いる。

・ 減便の中においても、

安全上のリスクの高い
電池式ヘアアイロン（電
池を外せないもの）の誤
輸送については一定数
発生している。

２．令和２年度の危険物無申告輸送事案の推移 旅客手荷物

令和２年度の特徴

無申告危険物輸送件数（品目別）※ 平成27年度上半期～令和２年度下半期

43

338

376

1918

26

36

空間除菌剤

78

89

180

※輸送を行う航空会社に起因するもの以外
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貨物

漂白・カビ取り剤 スプレー缶（殺虫剤等）

リチウム電池 機械類（エンジン）

引火性液体（接着剤・塗料等） ライター・ガスボンベ

蛍光板 その他

・ 安全上のリスクの高いリ
チウム電池の誤輸送が
多くを占める。

・ 荷主の知識不足による
無申告輸送事案や、貨
物運送会社によるヒュー
マンエラー事案が多くを
占めている。

３．令和２年度の危険物無申告・不具合輸送事案の推移 貨物

令和２年度の特徴

無申告・不具合危険物輸送件数（品目別）※ 平成27年度上半期～令和２年度下半期

1820

24

11

44

24

19

※輸送を行う航空会社に起因するもの以外

（注）過去の誤輸送事案が複数報告

されたため、以下の件数を追加

平成30年度下半期：その他＋４件

令和元年度上半期：その他＋５件

令和元年度下半期：その他＋７件

令和２年度上半期：引火性液体＋２件

その他＋５件



4. 危険物輸送ルールの周知について 旅客向け①

政府広報オンラインHPより引用

政府インターネットテレビにて情報提供している危険物のルールについて新たに動画
を作成し、持ち込み事例の多い加熱式弁当、持ち込めない種類のライターの情報や
熱が発生するライトやヘアアイロンなどより旅客にとって身近な危険物を紹介。

～｢何が持ち込めて 何が持ち込めない？飛行機に乗る時の注意！！｣～

政府インターネットテレビ 動画による周知 （Ｈ３０．１２～放送中）

45

常に
ランキング
圏内



4. 危険物輸送ルールの周知について 旅客向け②

大正製薬HPより引用

新型コロナウイルス感染拡大を受け、旅客による空間除菌剤の機内持ち込み事例が
急増。航空会社から旅客に周知するとともに、購入者への周知をメーカーに依頼。

しかしながら、減便の中でも毎月一定数発生している状況が継続しており、更なる周
知についてメーカーへ検討依頼中。

（２・３月：３３８件→ ４～９月：７８件→１０～３月：８９件）

クレベリンシリーズの航空機での扱いについての案内

空間除菌剤の機内持ち込みに係る注意喚起 （Ｒ２．２ ～）

46

国内定期航空保安協議会作成ポスター



4. 危険物輸送ルールの周知について 旅客向け③

47

・危険物輸送規則改正（令和３年１月１日～）に伴い、従来より旅客カウンターや保安
検査場等に掲示されている輸送ルール案内ポスターを更新。

・身近な製品や日用品が危険物に該当する例の案内や、誤輸送が事故に繋がる恐
れがある旨の案内を含めた啓発用ポスターを新たに作成。

旅客向けポスターの作成・更新

危険物誤輸送防止のための啓発ポスター危険物の輸送基準についての案内ポスター

身近な製品・日
用品が危険物
に該当する例
の案内

誤輸送が事故
に繋がる恐れ
がある旨の案
内



4. 危険物輸送ルールの周知について 荷送人向け

・ 危険物の航空輸送ルールをわかりやすく記載したリーフレットを
関係業界団体に配布し、広く周知。

・ メーカーや商社、貨物運送会社を対象とした航空分野における
危険物輸送に関する専門的な講習を定期的に実施。
（Ｒ２年度：４回）

荷送人・貨物運送会社への周知

荷送人向けに危険物の航空輸送ルールをわかりやすく記載したリーフレット

48



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

危険物輸送に係る教育訓練
について(今後の動き)



目次

１．荷送人に対する規制

２．新たな危険物教育訓練方法
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１．荷送人関係①（業種別に求められる能力）

又は

梱
包

荷送人 運送業者 航空会社

試験 SDS

試験又は製品データシート
により適切な品名を選定
するとともにその危険性に
応じた梱包を確認

「雑貨」等不確実な品
名を是正するとともに
包装物の損傷を確認
。

運送状、危険物申告
書を確認するとともに
外装を確認 51



１．荷送人関係②（荷送人の責任）

（危険物のイメージ）

火薬
（花火、エアバック）

引火性液体
（ペンキ、ガソリン）

酸化性物質
（漂白剤）

可燃物質
（マッチ、炭）

貨物利用事業者及び航空会社は、品名及び外装確認を
実施するものの中身までは確認ができない。包装物に危
険物を入れてしまえば荷送人以外にはわからない。

（危険物の梱包イメージ）

品名割り当て及び危
険性評価は荷送人し
かできない。

52



１．荷送人関係③（荷送人への規制の比較）

日本以外では、荷送人が守るべき要件を規定し、その要件を遵守するために
荷送人に対して危険物教育を義務づけている。

ICAO及び諸外国の荷送人に対する規制

ICAO 米国 オーストラリア 日本

危険物輸
送禁止の
原則

Annex 18
Chapter 4. 4.1

Annex 18及びDoc9284に
従わない場合は輸送禁止

DOT
米国運輸規則
49CFR Subchapter C

Part171

何人も適切に分類等しない
場合は委託、受理、輸送が
できない。

CAA
Section 23

何人もTIに従わない場合は
委託、輸送ができない。

航空法86条
爆発物等の輸送禁止

荷送人の責
任

Doc9284

(Technical 

Instructions)
・Part5 荷送人の責任
輸送物が航空輸送の要件
を満たしているか荷送人
が確認すること。

DOT
米国運輸規則
49CFR Subchapter C

Part171

危険物を出荷する者は本サ
ブチャプターの全ての要件を
遵守する必要がある。

CASR
民間航空安全規則
Part92

危険物を委託する人は
ICAO-TIの要件を遵守するこ
と。

規定なし

教育訓練に
ついて

Part5

1.4 TRAINING 
貨物の出荷準備に携わる
すべての関係者は、教育
訓練を受けていなければ
ならない。

49CFR Subchapter C

Part172

すべての輸送手段（陸・海・
空）において、危険物を商業
的に輸送する従業員は危険
物教育を受けなければなら
ない。

Part92

危険物を輸送する荷送人の
従業員は危険物教育訓練を
受けなければならない。※非
営利目的で個人的に国内航
空輸送する者を除く。

※通達「荷主等に対する
指導、監督体制の構築に
関する指針」により、一部
の荷送人の危険物教育
訓練について確認

53



日本以外では、ICAOの基準に準拠して荷送人に対する申告義務を各国の
法令において規定している。

ICAO及び諸外国の荷送人に対する申告義務

ICAO 米国 豪州 英国 日本

荷送人に
対する申
告義務

Annex 18
Chapter 7. 7.1

危険物を航空輸送のた
めに委託をする前に、
委託者は、危険物が航
空輸送禁止のものでは
ないこと及び基準のと
おり、適切に分類、包
装、マーク、ラベル貼付
及び正式に申告された
危険物輸送書類が伴っ
ていることを確実にしな
ければならない。

DOT
49CFR Subchapter C

Part172.200(a)

危険物輸送を委託する
者は、基準に従い、輸
送書類に危険物につい
て説明しなければなら
ない。

CASR
Part92.070

航空輸送のために貨
物を出荷する者は、
以下のステートメント
の書面を作成し、署
名しなければならない。
(a)危険物が含まれな
い旨、又は

(b)貨物の内容物の説
明

The Air Navigation 

(dangerous goods) 

Regulations
Part IV 11.

（ICAO基準と同内容）

規定なし
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１．荷送人関係④（荷送人への規制の比較）
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１．荷送人に対する規制

２．新たな危険物教育訓練方法
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１．危険物輸送に係る教育訓練の改正経緯

リチウムイオン電池など小型で高エネルギーの機器が世界的に普及・流通。

ICAOの技術指針が改訂され、危険物輸送関係者への教育方法を刷新

・安全部長通達「危険物輸送に係る教育訓練について」を改訂し、ICAOの技術指針の改
訂内容を反映。（令和2年12月公布済。令和3年1月施行。経過措置期間2年）
・航空会社向けの教育訓練方法に係る推奨ひな形を作成・提供。（令和2年12月公布済）

・カテゴリー別カリキュラム表に基づく教育訓練要件を廃止し、職務に応じた責任を全
うする能力を持たせることを目的とした教育訓練要件へ転換

・上記訓練要件には、一般認識/習熟訓練、機能特化訓練、安全訓練を含める

・推奨される教育訓練手法として、能力要件に基づく教育訓練（CBTA：Competency-

based Training and Assessment）をガイダンスとして提供

主な変更点

国内の対応

背景

荷主、航空会社、輸送関係者などへの知識の向上が喫緊の課題

危険物の航空輸送の機会の増加

ICAOの技術指針の改訂（2021.1～）

56

○ 航空会社への対応



業種毎に必要な知識を画一
的に設定し、その要件を満
たすように訓練を実施

57

２．CBTAと従来型の違い

割り当てられた職務と責任
と安全、効率的かつ効果的
に実行するために必要な能
力（Competency）を持た
せるために訓練を実施

従

来

型
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m
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n
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s
e

d



58

Competencyとは・・・
業務を確実に達成するために必要なヒューマンパフォーマンス

Knowledge（知識）

Skill（技能）

Attitude（姿勢）

Competency

訓
練

評価

CBTAの概念

行動

アウトプ
ット

３．CBTAの概要①



３．CBTAの概要②

59

CBTAの概念

教育訓練計画を立てる
・スケジュール
・訓練方式
・教材
・評価方法

計画に沿って教育訓練
及び評価を実行する

※もう一つの肝

教育訓練を評価する
・教官からのフィードバック
・受講生からのフィードバック
・不具合事例対策
・規則改正対応

教育訓練の評価結果の反映
・スケジュール変更
・訓練方式見直し
・教材改定
・評価方法の見直し

訓練・評価でも
PDCAを回す



４．CBTAの教育訓練設定フロー①

60

自社の業務環境・体制等を踏まえて、詳細な危険物関係業務をリスト化

ステップ１：業務リストを作成

ステップ１でリスト化した業務を適切に実施するために、従業員に必要となる詳細な能
力及び評価基準を細分化

ステップ２：従業員に必要となる能力の細分化



教育内容 荷送人 パイロット

一般原則 〇 〇

制限事項 〇 〇

荷送人への一般要件 〇

危険物の分類 〇

危険物リスト 〇 〇

容器及び包装基準 〇

ラベリング及びマーキング 〇 〇

危険物輸送書類 〇

危険物受託手順

無申告危険物の認識 〇 〇

危険物の保管及び搭載手順 〇

機長への通知 〇

旅客、乗務員に関する規定 〇 〇

緊急時の措置 〇 〇

４．CBTAの教育訓練設定フロー②

－タスクリスト－

1.1 物質又は物品を分類基準に基づき評価する
1.1.1 それが危険物かどうか決定する
1.1.2 いかなる状況においても輸送が禁止される物

件かどうか決定する
1.2 危険物の種類を決定する

1.2.1 分類又は区分を決定する
1.2.2 包装等級を決定する
1.2.3 正式品名及び国連番号を決定する
1.2.4 認可又は適用免除が付与される場合を除き輸

送が禁止される物件かどうか決定する
1.3 特別規定を検討する

1.3.1 特別規定が適用できるか評価する
1.3.2 特別規定を適用する

2020年までのICAOの基準 CBTAのイメージ

それぞれのタスクについて、
・手順の適用及び基準の準拠
・コミュニケーション
・リーダーシップ、チームワーク及び自己管理
・問題解決及び意思決定
・ワークロード管理
ができるように訓練し、評価する 61



４．CBTAの教育訓練設定フロー③
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ステップ２の能力を修得していることを評価するための方法を具体的に設定

○具体の評価方法
・学科試験、口頭試問、課題研究、模擬訓練などの手段の決定
・評価時期の設定（マイルストーン毎の設定）（例：中間評価、最終評価）

○留意事項
・明確な成果基準（例：試験の得点、チェックリスト）
・実務に即した総合的な能力を評価（例：単独での業務実施、成果物）
・個人の主観によらない評価（例：複数の評価者の設定）
・十分な根拠に基づく評価（例：模範解答など）
・評価者に対する訓練及び監視（例：評価者の要件、指名）

ステップ３：評価方法の策定



４．CBTAの教育訓練設定フロー④

63

従業員に対する具体の訓練計画（訓練コース、シラバス、授業単位、訓練方法、具体
の日程等）を設定

ステップ４：訓練計画の制定

評価実施のための資料、訓練計画に適した訓練教材の制定
※実習教材、ケーススタディ、ビデオ教材、プレゼンテーションなど

ステップ５：評価資料・訓練教材の制定

訓練計画に従って訓練・評価を実施

従業員、教官、評価者からのフィードバック、不具合事例対策等から訓練の有効性を
評価し、訓練計画及び教材の改善検討

ステップ６：訓練の実施・評価・フィードバック



ICAO技術指針やIATA危険物規則書においても、明確なフォワーダーの責任について
は規定されていない。

→現在ICAO内で議論中

64

５．フォワーダーのCompetency

受付者（ドライバー）：

航空輸送制限貨物（危険物）に該当する可能性のある貨物を識別し、その旨を
確実に航空輸送制限貨物（危険物）取扱従事者に伝達する能力。

営業所の航空輸送制限貨物（危険物）取扱従事者：

受付者から伝達を受けた貨物について航空輸送制限貨物（危険物）に該当する
かを判断する能力及び制限貨物に該当する場合、包装基準等の基準を満たして
いるかを判断する能力。

『「航空貨物輸送に係る安全対策研究会」の報告に基づく対策の実施について（平成21年3月31日付、
国空推第238号、国政参複第281号）』より

国際基準

想定されるCompetency

荷送人の代行を行う者：
荷送人と同等に、危険物の分類、危険物貨物の準備を行う能力。



お問い合わせ

国土交通省航空局安全部運航安全課

電話 03-5253-8111

(内線50123 or 50124)

E-mail       hqt-dg-jcab@gxb.mlit.go.jp
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完
御静聴ありがとうございました。


